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日本経済新聞朝刊第１面



電子申請・届出システムについて
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介護サービス事業所

電子申請・届出システム

地方公共団体

事業所向け
申請・届出受付機能

地方公共団体向け
申請・届出受付機能

インターネット
回線

⚫新規指定申請

⚫更新申請

⚫変更届 等

【申請・届出】

WEBフォーム

ファイル添付

【結果受領】

受付完了

差し戻し 等

行政ネットワーク
回線

【申請受領】 【結果通知】

受付完了

差し戻し 等

⚫審査、決裁

⚫ 台帳登録
（データ連携による負担軽減）

※令和７年度までに、全ての指定権者（約1,800団体）において利用開始・システム利用の原則化

台帳管理システム

前回申請情報・事業所基本情報を自動入力し、

必要箇所のみ修正するといった入力負荷軽減



生産性向上に関する直近の動向
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①改正介護保険法において、介護情報基盤の構築や、都道府県
に対し、介護サービスを提供する事業所や施設の生産性向上
に資する取組が促進されるよう努める旨の規定がされたこと

②令和５年度補正予算案に「介護サービス事業者の生産性向上
や協働化等を通じた職場環境改善事業」等の支援策を盛り込
み、11月10日に閣議決定されたこと

③「デジタル行財政改革会議」や「行政事業レビュー2023秋
の年次公開検証」において、介護現場でのデジタル化推進に
ついて言及され、重要な施策として積極的な対応を求められ
ていること。



・都道府県に対する努力義務規定の新設
都道府県に対し、介護サービスを提供する事業所又は施設の生産性の向上に資する取組が促進され
るよう努める旨の規定を新設する。

・都道府県介護保険事業支援計画への追加
都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項に、介護サービス事業所等の生産性の向上に資する
事業に関する事項を追加する。
※ 市町村介護保険事業計画の任意記載事項についても、生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関す
る事項を追加する。

・施行期日：令和６年４月１日

介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務
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・介護現場において、生産性向上の取組を進めるためには、一つの介護事業者のみの自助努力だ
けでは限界があるため、地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進していく必要
がある。一方、事業者より、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにく
い」との声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がり
が限定的となっている実態がある。

・都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法令上明確にする改正を行うと
ともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービス事業所等における生産性向上
に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を行う。

改正の趣旨

改正の概要・施行期日



介護生産性向上推進総合事業（地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分） ）
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令和５年度当初予算額：地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）137億円の内数

都道府県が主体となって、関係機関との協議会（都道府県介護現場革新会議）の実施、生産性向上や人材確保に関するワンストップ窓口である介
護生産性向上総合相談センターの設置等の取組を行うことにより、介護現場における生産性向上や人材確保の取組を推進することを目的とする。

１ 事業の目的

２ 事業の概要等

（１）都道府県介護現場革新会議に係る支援（必須）

⚫ 事業内容

① 介護現場革新会議の開催

② 対応方針に基づき実施する事業（実施する場合）

ア 地域のモデル施設育成

イ 介護業界のイメージ改善

ウ その他（介護助手活用支援、外国人人材活用等）

⚫ 補助対象等･･･会場費、委員旅費・謝金、モデル施設育成のた

めの経費【１事業所あたり対象経費の1/2以内（上限500万

円）】（コンサル、介護ロボット・介護ソフト導入、等）

（２）介護生産性向上総合相談センターに係る支援（必須）

① 生産性向上の取組に関する研修会（取組手法、ICT活用等）

② 生産性向上に取り組む介護事業所に対する有識者の派遣（取組手法

に対する助言、取組の見直しに関する助言等）

③ 介護事業所からの生産性向上・人材確保の取組等に関する相談対応

（生産性向上の考え方や取組方法、課題への解決策等の相談、介護

ロボットやICTの導入計画策定支援、電子申請・届出システム、ケア

プランデータ連携システムの使用方法等）

④ 介護ロボット等の機器展示

⑤ 介護ロボットの試用貸出

⑥ 他の機関との連携

（３）第三者による生産性向上の取組の支援（市町村が実施することも可）

⚫ 対象事業所･･･介護事業所（介護保険法に基づく全サービスを対象とする）であって、地域全体における生産性向上に向けた取組の拡大に

も資するものとして都道府県又は市町村が認めるもの

⚫ 事業内容･･･業務改善支援事業者が対象となる介護事業所において ①事前評価（課題抽出）、②業務改善に係る助言・指導等、③事後評

価等の支援を行い、それを踏まえた実地による個別支援を３回以上実施。

⚫ 補助額･･･対象経費の1/2以内（上限30万円）



介護生産性向上推進総合事業（具体的な事業イメージ）
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介護生産性向上
総合相談センター

介護現場
革新会議

第三者による生産性向上の取組の支援

ICT導入支援事業

介護ロボット導入支援事業

地域のモデル施設育成

介護業界のイメージ改善

一体的に実施
介護助手活用支援等

（独）福祉医療機構

（独）中小企業基盤整備機構

よろず支援拠点

ハローワーク

介護労働安定センター

福祉人材センター

シルバー人材センター

経営支援

事業者の採用活動等の人材確保の支援

厚生労働省
（中央管理事業）

研修 有識者派遣 相談

他の機関
との連携

試用貸出 機器展示

本事業の範囲

情報提供・支援

研修・調査研究情報収集・整理

開催支援

方針提示

介護事業者

生産性向上に

関する相談
支援提示

情報提供

介護事業者団体

職能団体、先進的事業所

県社会福祉協議会、

学識経験者 等

つなぎ
連携

※その他、地域の実情に応じた各種支援



施策名：介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

・介護サービス需要の増加への対応や介護人材の確保が喫緊の課題となっており、サービス提供の存続にも関わる重要な問題
である。特に小規模法人を中心に、従来の方法や単独では必要な人材確保が難しい法人も多く、経営の効率も悪くなるという悪
循環に陥りがちである。
・こうした状況を踏まえ、介護現場の生産性向上の取組や、経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善に取り組む介護
サービス事業者に対する支援を行う。

・生産性向上の取組を通じた職場環境改善について、ICT機器本体やソフト等の導入や更新時の補助に係る支援に加え、地域全体で事業所における機器導
入やそれに伴う人材育成に対する補助を行う。また、小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善の取組に対して補助を行う。

・生産性向上の取組や経営の協働化・大規模化等を通じた職場環境改善を推進すること
により、介護人材の確保や介護サービスの質の向上に繋げていく。

【実施主体】
都道府県 （都道府県から市町村への補助も可）

【負担割合】

(1)①、(2)・・・国・都道府県３／４、事業者１／４
(1)②・・・国・都道府県 １０／１０
(1)①及び（２）を実施する場合･･･

国・都道府県４／５、事業者１／５
※国と都道府県の負担割合は以下のとおり
（1）①、（2）・・・国４／５、都道府県１／５
（1）②・・・国９／10、都道府県１／10

国 都道府県 事業者
市町村

【事業スキーム】

（１）生産性向上の取組を通じた職場環境改善
①生産性向上に資する介護ロボット・ICTの導入や更新
・事業所の業務効率化に向けた課題解決を図るための業務改善支援及びこれと一体的に行う介護ロボット・ICTの導入や更新に対する支援
②地域全体で生産性向上の取組を普及・推進する事業の実施
・地域の複数事業所における機器の導入に向けた研修や、地域のモデル施設の育成など、都道府県等が主導して面で生産性向上の取組を推進
・都道府県等が主導して、ケアマネ事業所と居宅サービス事業所の間で交わされるケアプランデータ連携システム等の活用を地域で促進し、データ連携に
よるメリットや好事例を収集

（２）小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善
・人材募集や一括採用、合同研修等の実施、事務処理部門の集約、協働化・大規模化にあわせて行う老朽設備の更新・整備のための支援 等

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

【○介護・障害福祉分野へのＩＣＴ・ロボットの導入等による生産性向上や経営の協働化等を通じた職場環境の改善】

令和５年度補正予算額 351億円
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介護サービス事業者の生産性向上や協働化等を通じた職場環境改善事業
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通称：介護現場デジタル改革パッケージ

（１）生産性向上の取組を通じた職場環境改善
① 生産性向上に資する介護ロボット・ICTの導入や更新

⚫ 事業所の業務効率化に向けた課題解決を図るための業務改善支援及びこれと
一体的に行う介護ロボット・ICTの導入や更新に対する支援

②地域全体で生産性向上の取組を普及・推進する事業の実施
⚫ 地域の複数事業所における機器の導入に向けた研修や、地域のモデル施設の

育成など、都道府県等が主導して面で生産性向上の取組を推進
⚫ 都道府県等が主導して、ケアマネ事業所と居宅サービス事業所の間で交わさ
れるケアプランデータ連携システム等の活用を地域で促進し、データ連携に
よるメリットや好事例を収集

（２）小規模事業者を含む事業者グループが協働して行う職場環境改善
⚫ 人材募集や一括採用、合同研修等の実施、事務処理部門の集約、協働化・大
規模化にあわせて行う老朽設備の更新・整備のための支援 等



直近の生産性向上に関する行財政改革の動向
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「目指す社会に向けて早期に着
手する主な施策」６分野の１つ
に「介護等」が位置づけ
第3回課題発掘会議で有識者の論点整理

デジタル行財政改革会議

行政事業レビュー
秋のレビュー（年次検証）

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html

⚫ 内閣官房行政改革推進本部事務局で点検の内容、結果の妥当性を精査し
たのち、更なる見直しの余地がある事業を対象として、「介護における
デジタル技術の活用の加速化」が選定。

⚫ 11月12日にレビューが開催され、有識者の意見が取りまとめられた。
（オンデマンド動画配信中）

https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/index.html

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html
https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/index.html


介護事業所における生産性向上推進事業・介護生産性向上推進総合事業等のロジックモデル

生産年齢人口が減少する一方で、今後も介護サービス
需要の増加が見込まれる中、介護サービスの質を維
持・向上させつつ、介護現場における業務の効率化や
職員負担の軽減を図る生産性向上の取組を推進するこ
とが不可欠。

現状分析

現状の課題解決のためには、介護ロボットや介護記録ソ
フトを導入することが効果的であるが、導入コストが
ハードルとなっている、何から始めればいいか分からな
い、導入したもののうまく活用できていないといった意
見がある。

課題

① 生産性向上ガイドラインの理解促進・定着支援のためのセミ
ナー開催と伴走支援、好事例の横展開や機運を高めるための
フォーラム開催、取組を促進するための調査研究

② 介護ロボットや介護記録ソフト等の導入支援
③ 介護事業所からの相談をワンストップで受け付ける相談窓口

の設置促進

事業概要

令和5年度
当初予算額

168,000千円

【インプット】
活動内容

【アクティビティ】

生産性向上ガイドラインの理解促
進・定着支援のためのセミナー

好事例の横展開や機運を高めるため
のフォーラムの開催

調査研究による生産性向上の取組を
支援するツールの開発

介護ロボット、ICTの導入支援

介護生産性向上総合相談センターの
設置支援

活動目標・活動実績
【アウトプット】

総合相談センター設置都道府県の増

※ 総合相談センターの設置実績

生産性向上の取組を実践する事業所の増

※ 今後、介護報酬上の加算算定状
況をもとに把握することを検討

成果目標・成果実績
【短期アウトカム】

成果目標・成果実績
【長期アウトカム】

⚫ 施設系サービスにおける人
員配置の効率化

⚫ 人材の確保・定着

※具体的な指標は現在検討中

令和5年度
当初予算額

13,700,000
千円の内数

長期アウトカムに関連する事業・施策
⚫ 介護現場の生産性向上に向けた介護ロボットの開
発・実証・普及のプラットフォーム事業

⚫ 介護ロボット等による生産性向上の取組に関する
効果測定事業

⚫ 福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式（ニー
ズ・シーズマッチング支援事業）

⚫ 指定申請の電子申請・届出システムの構築・運用
⚫ 老人保健健康増進等事業による調査研究
⚫ ケアプランデータ連携システム構築事業
⚫ 介護報酬上の評価
等

テクノロジーの導入事業所の増

※ ICT導入支援事業・介護ロボット導入支援事業の導入実績

※ 来年度以降、介護ロボットやICT
を効果的に活用できる人材育成
プログラムの支援について検討

政策目標
【インパクト】

「高齢者ができ
る限り自立し、
住み慣れた地域
で自分らしく、
安心して暮らせ
る社会」の実現

ケアの質を確保
しつつ業務の効
率化等を実現

※ 残業時間縮減
や休暇の取得
状況等の事業
の成果につい
て事業所から
報告を求める
ことを検討

全都道府県での生産性向上総合相談
センターの設置

セミナーへの参加法人数

※データ収集対象の拡大検討
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介護分野におけるデジタル行財政改革の方向性

• デジタル技術を活用した介護現場における生産性向上の取組は重要である一方、介護ロボットやICT機器の導入が
進んでおらず、また、導入したとしてもオペレーション等の変更が必要であり、活用が進まないといった声もあ
る。

• このため、「資金援助」「取組支援」「人材育成」「規制改革」等を適切に組み合わせた取組を推進する。併せ
て機器等の使い勝手やデザインの改善にも取り組む。

• 事業所の取組の成果を定期的に把握しながら、KPIの達成状況を国で管理し、国民や事業所にわかりやすい形で公
表する。
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デジタル等を単
に導入している
事業所

取組が進んで

いない事業所

③先進的な事業所の評価（①②に加え）

規制改革：介護付きホームの職員配置基準
の柔軟化について検討

【現状イメージ】

生産性向上の
取組が進んでい
る事業所

先進的な事業所

【将来イメージ】

国等が事業所の取
組効果のデータを
取得（補助金等の
条件）

国における分析・
事業所へのフィー
ドバックを検討

取組が進んでい
ない事業所

先進的な事業所

ICT機器等の
UI・デザイン
の改善
（既存予算）

生産性向上の
取組が進んで
いる事業所

※事業所内の

推進体制に

よるPDCA

の循環

データ
提供

フィード
バック

ニーズ
提供

使いやすい
機器の提供

（設定に向け検討中の
KPI）

・都道府県の窓口の設
置状況

・介護ロボットやICT
機器の導入状況

・生産性向上の取組を
行っている事業所の状
況

・生産性向上の取組を
行い一定の成果が確認
された事業所の状況（残

業時間の削減、有給休暇の取得）

・職員の配置状況 等

体制整備
施設系サービスにおける生産性
向上推進のための体制整備の充
実について検討

資金援助

取組支援

ﾛﾎﾞｯﾄ・ICTの導入補助、定着支
援までを含めた伴走支援（補正

予算）、都道府県の窓口設置

人材育成
伴走支援人材や事業所の中核人
材の育成（研修支援）

①取組が進んでいない事業者へのアプローチ

②取組を更に進めるための支援（①に加え）

資金援助：介護報酬上の評価について検討

【KPIの設定】【今後の取組】
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これからの厚生労働省の取組
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１ 取組が進んでいない事業所への支援

（１）体制整備

施設系サービスにおける生産性向上推進のための体制整備の充実

（２）資金援助、取組支援

介護ロボット、ICTの導入補助、伴走支援、都道府県窓口設置

（３）人材育成

伴走支援人材や事業所の中核人材の育成（研修支援）

２ 取組を更に進めるための支援

介護報酬上の評価

３ 先進的な事業所の評価

介護付きホームの職員配置基準の柔軟化

事業所の取組の成果を定期的に把
握しながら、KPIの達成状況を国で
管理し、国民や事業所にわかりや
すい形で公表する。



介護現場の生産性向上の促進に向けて地方公共団体の皆様に期待すること
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⚫ 人材不足の中で、介護の質を確保し、向上させ、将来にわ
たって継続的に介護サービスを提供するための手段が「生
産性向上」（ミクロの視点）

⚫ 市町村の皆様には、都道府県と連携して、より事業所に寄
り添って生産性向上を促進する取組が求められている。
（メゾの視点）

⚫ 都道府県の皆様には、管内全体を見渡した視点での介護現
場における生産性向上を促進する取組が求められている。
（マクロの視点）

ミク
ロ

メゾ

マクロ

ミクロ：事業所の生産性向上
メゾ：地域（共有、伴走）
マクロ：全体方針、計画

⚫ 一方、具体的な方策は地方公共団体に委ねられている状況。

⚫ 国が提供するツール（生産性向上総合相談センター、電子申請・届出システム、ケ
アプランデータ連携システム等）は、それぞれが社会から求められている姿を具現
化出来る方策。利用促進することはそのままニーズに応えていることを表す。



自治体の皆様へのお願い
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⚫各都道府県・市町村には、介護現場の生産性向
上の取組を面的に促進することが強く求められ
ていることをご認識ください。

⚫本システムの利用促進は、そういった社会から
のニーズに正面から答えられる手段です。

⚫介護現場の生産性向上の切り口で、本システム
利用開始に向けた準備を確実進めてください。



以下参考（第一部と重複しています）
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電子申請・届出システム 利用開始時期 ご検討のお願い

17

⚫利用開始時期については、早期の利用開始に向けてご検討ください。（利用開始
とは、事業所の皆様に向けてシステム利用を明言したタイミングを言います）

⚫アナウンスと受付開始は同じ期に行うことが原則ですが、例えばアナウンスがR6
年3月、受付開始がR6年7月になる場合も３期として登録することは妨げません。

⚫再度の検討により、利用開始時期を前倒しにする等、以前ご回答いただい
た内容を修正する場合は、再度回答URLからアンケートにご回答ください。（こ
ちらで以前のデータを消去します）

⚫全自治体の利用開始時期やその理由については、規制改革実施計画に基づき、社
会保障審議会等の場で公表する予定です。

厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
上記URLページ内の１．電子申請・届出システムの概要（4）自治体（指定権者）向け利用準備参考資
料・資料一式に、自治体向け手引き等を保管していますので、ご参照ください。

回答URL
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_shinsei2022_02

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/kaigo_shinsei2022_02


⚫ 「厚生労働大臣が定める様式」告示公布に伴う入力フォーマットの変更（令和6年４月変更予定）

令和5年度 電子申請届出システム改修について 改修概要と利用開始予定時期

⚫ 受付サブシステムをインターネット接続系から利用可能とする機能追加（令和5年9月開始）

⚫ デモ環境の追加（令和5年11月開始）

自治体向けの改修

現在自治体が利用する受付サブシステムはLGWAN接続系からの利用となっていますが、自治体のシステム構成の状況を踏まえ、受付
サブシステムをンターネット接続系から利用可能としています。
インターネット接続系からの利用には、事前に接続するIPアドレスの登録が必要となり、利用する受付サブシステムのURLも変更とな
ります。

自治体および事業所が自由にインターネット経由で申請届出サブシステムと受付サブシステムをお試しいただける環境を用意していま
す。各自治体には受付サブシステムと申請届出サブシステムのログインID・PWを配布しますので、申請届出～受付まで一連の流れて
自由に試行可能となります。（デモ環境の申請届出サブシステムはログイン画面に記載されているID・PWでも自由に利用できま
す。）事業所にURLを公開することにより事業所の試行も可能になります。
なお、ご利用いただく機能はシステム全体で共通のものとなり、通知メールなど一部機能は制限されます。

⚫ 一括申請機能の追加（令和6年3月開始予定）

⚫ 付表のコピー機能の追加（令和6年3月開始予定）

事業所向けの改修

複数の事業所を運営している法人において、代表者等の法人情報が変更となった場合、すべての事業所の変更届出を提出する必要があ
ります。これを対象事業所と提出先を選択して複数の変更届出を一括して一度に提出できるようになります。

法人で既に申請届出サブシステムで提出した他事業所の付表情報をコピーして利用できるようになります。

※利用開始予定時期は、今後変更となることもあります。

「厚生労働大臣が定める様式」に合わせて入力フォーマットを変更。

共通の改修



介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式
（令和５年12月19日 厚生労働省告示第331号）
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介護保険法施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号）の規定に基づき、厚生労働大臣が定
める様式を次のように定め、令和六年四月一日から適用する。

次の表の上欄に掲げる規定に基づき厚生労働大臣が定める様式は、同表の中欄に掲げる区分
に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。

上欄 中欄 下欄

介護保険法施行規則第百十四
条第五項

介護保険法施行規則第百十四
条第一項の申請書

別紙様式第一号（一）

介護保険法施行規則第百十四
条第二項の申請書

別紙様式第一号（二）

※指定権者が都道府県･･･様式第一号（一）～（十一）、付表第一号･･･（一）～（十七）

※指定権者が市区町村･･･様式第二号（一）～（七）、付表第二号･･･（一）～（十二）

※総合事業･･･様式第三号（一）～（五）、付表第三号･･･（一）～（二）



電子申請届出サブシステムに係る伴走支援事業
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（参考）利用開始予定の地方公共団体数
・令和５年度まで： 394 ・その他/未回答：123

・令和６年度 ：1,017

・令和７年度 ： 254

地方公共団体に対する利用開始時期に係る意向調査を踏まえ、各期毎（＝半年）に支援対象グループを分けた上で、地方公共団体の状況に
合わせた各種支援等を実施。

【主な支援内容】
1. 電子申請・届出システムに係る利用準備セミナーの実施

本システムをこれから利用する地方公共団体を対象に、利便性や利用に向けた準備のポイント等に関するセミナーを開催する。

2. 地方公共団体に対する個別相談会の実施
本システムの利用開始前・開始後における業務上の課題等に対する個別の相談対応を行う。

3. 地方公共団体向け手引きの改訂等
本システムを既に利用している地方公共団体の事例を踏まえ、地方公共団体向けの「介護サービス情報公表システムを活用したオンライ
ンによる指定申請の手引き」を改訂及び他の地方公共団体の参考となる事例集の作成を行う。

4. 「電子申請・届出システム」の利用による介護現場の負担軽減に係る調査
既に利用している地方公共団体管下の介護事業所を対象に、本システムの利用による介護現場の文書負担軽減の効果を把握する。

２ 事業の概要

⚫ 令和５年３月の省令改正（※１）により、令和６年度から指定申請等の様式を統一化することとした上で、「電子申請・届出システム
（※２）」の利用を原則とし、地方公共団体は令和７年度末までに利用開始のための準備を完了することとしたところ。

※１ 介護保険法施行規則の一部を改正する省令（令和６年４月１日施行） ※２「介護サービス情報公表システム」のサブシステム

⚫ 地方公共団体が本システムを円滑に利用するための支援や、好事例の横展開等を通じた早期の利用開始を促進するため、地方公共団体
に対する伴走支援を行う。

１ 事業の目的
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国 委託先
委託 事業展開

地方公共団体

３ 事業スキーム ４ その他

出所：地方公共団体の利用開始時期の
意向調査（令和５年12月4日時点）

利用開始時期の意向



デモ環境について
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デモ環境では、申請・届出、受付の一連の試行が可能です。マスタ機能把握や業務検討等にご
活用ください。

ログインID：「demo + 地方公共団体コード6桁」 例：demo123456

パスワード：「地方公共団体コード6桁」 例：123456

受付URL ：【https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/】 地方公共団体画面

申請届出URL：【https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/】 事業所画面

※ 一部事務組合等がアクセスする場合は、構成市区町村のいずれかの地方公共団

体コードをお使いください。

※ マスタ情報はデフォルト値の設定となります。（地方公共団体ごとのオリジナ

ルマスタは設定できません。）

※ 登録した申請届出データは毎日24時に削除されます。

※ 操作方法につきましては「ヘルプ」画面の操作マニュアル、操作ガイドをご参

照ください。(ヘルプデスクへのお問い合わせはご遠慮ください）

https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/uketsuke/
https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/


電子申請・届出システム 操作ガイド（事業所向け）説明動画
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操作ガイド（事業所向け）説明動画は、「操作ガイド（事業所向け）」を基に実際にシステ
ムを利用しながら操作手順を動画で説明しています。機能別に説明する各編と、それらをま
とめた「まとめ編」がありますので適宜利用ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgp

WG4SSXpn8JiZsCl_5MM5

動画タイトル 説明文 時間

利用準備編
電子申請届出システムの機能、システムの利用に必要な設定や準備、システム上の共通操
作の説明

7:41

申請届出メニュー（共通機能）編 トップ画面にある各種共通機能の説明 6:05

新規指定申請編 新規指定申請提出時の操作手順の説明 11:11

変更届出編 変更届出提出時の操作手順の説明 11:18

加算届出編 加算届出提出時の操作手順の説明 4:36

申請届出状況確認編 申請届出状況の確認の説明 14:31

まとめ編 利用準備編～申請届出状況確認編をまとめて視聴できます。 55:26

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5


事前質問への回答
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質問 回答

利用準備を始めるにあたって必要事
項を１から順に教えて欲しい
申請種別ごとに必要な添付書類一覧
が欲しい
GビズIDの取得方法を教えてほしい

自治体向け手引きを参照されたい。また、これまで、
第１回利用開始準備セミナー、第二期利用自治体向け
伴走支援説明会を開催し、オンデマンド配信中。R4老
健事業で第一期自治体の事例も紹介している。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

台帳管理システム（API連携）や指
定管理システムとの関係性、データ
保管の方法など

台帳管理や指定管理は各自治体の取組。保存容量や具
体的運用は国は関与しない。介護保険事業費補助金
「介護報酬改定等に伴うシステム改修事業」で補助

保険者独自サービスも申請可能か 各自治体の取組であって、国が関与するものではない。

中核市は県知事宛様式を使用？ 宛先を「知事（市町）」としている

登録するマスターファイルを事前に
欲しい

確実な進捗管理のために、各期４月前の正式な利用意
向の確認後に、伴走支援申込みと併せて送付している

運用している自治体一覧がほしい 先行自治体の工夫等は伴走支援でお示ししている。第
一期の伴走支援実施自治体は老健事業報告書を参照。
本セミナー、前回セミナーも参考にしていただきたい

様式告示は何で通知されるのか OnePublicをベースに、都道府県担当者にメール送付。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html


R5年度 R6年度 R7年度

4月 9月 10月 3月 4月 9月 10月 3月 4月 9月 10月 3月

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

電子申請・届出システム 導入スケジュール

「電子申請・届出システム」は、利用開始時期を分けて運用を開始し、利用可能な自治体数を順次拡大していきます。介護保険法施行規則
等について、介護サービス事業者等が都道府県知事等に対して行う指定申請等は、原則、厚生労働省の「電子申請・届出システム」により
行うものとするための改正が行われたところです。（公布日：令和５年３月31日）本改正において、都道府県知事等は令和８年３月31日ま
でに「電子申請・届出システム」による申請等の受理の準備を完了しなければならないこととしております。

【導入スケジュール】

自治体運用
準備・調整

参加自治体
募集・調整

24

運 用 開 始

運 用 開 始

参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整 運 用 開 始

参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整 運 用 開 始

運 用 開 始参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整

参加自治体
募集・調整

自治体運用
準備・調整

運 用 開 始



自治体の利用開始時期の意向（ 2 0 2 3年 1 2月４日時点）
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利用開始時期
第一期

（R4下半期）
第二期

（R5上半期）
第三期

（R5下半期）
第四期

（R6上半期）
第五期

（R6下半期）
第六期

（R7上半期）
第七期

（R7下半期）
その他 回答数合計 総計(n)

都道府県
2 6 17 13 8 0 1 0 47

47
4.3% 12.8% 36.2% 27.7% 17.0% 0.0% 2.1% 0.0% 100.0%

指定都市
4 3 2 5 6 0 0 0 20

20
20.0% 15.0% 10.0% 25.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

特別区
1 3 6 7 6 0 0 0 23

23
4.3% 13.0% 26.1% 30.4% 26.1% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

中核市
2 6 15 16 17 0 6 0 62

62
3.2% 9.7% 24.2% 25.8% 27.4% 0.0% 9.7% 0.0% 100.0%

市
15 48 115 125 289 27 59 13 691

7102.1% 6.8% 16.2% 17.6% 40.7% 3.8% 8.3% 1.8% 97.3%

うち一部事務組合等 0 3 12 14 24 0 9 4 66

町村
5 21 123 144 381 38 123 31 866

9260.5% 2.3% 13.3% 15.6% 41.1% 4.1% 13.3% 3.3% 93.5%

うち一部事務組合等 0 4 58 16 51 4 23 2 158

回答数合計
29 87 278 310 707 65 189 44 1709

1788
1.6% 4.9% 15.5% 17.3% 39.5% 3.6% 10.6% 2.5% 95.6%

一部事務組合等 0 1 6 7 18 1 7 2 42

今後、都道府県の皆さんには、未回答の約80市町村、「その他」と回答の44市町村に対し、利用開始時期の意向

を確定いただくよう、依頼予定。
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都道府県ごとの利用開始時期の意向回答状況（2023年12月４日時点）

利用開始時期
第一期

（R4下半期）
第二期

（R5上半期）
第三期

（R5下半期）
第四期

（R6上半期）
第五期

（R6下半期）
第六期

（R7上半期）
第七期

（R7下半期）
その他 自治体数 回答数合計 回答率

01北海道 1 0 18 15 91 2 27 9 180 163 90.6%
02青森県 0 2 8 8 15 1 2 2 41 38 92.7%
03岩手県 1 0 5 8 9 2 6 2 34 33 97.1%
04宮城県 0 1 4 2 16 2 1 4 36 30 83.3%
05秋田県 0 0 12 5 8 0 1 0 26 26 100.0%
06山形県 3 2 4 9 15 1 2 0 36 36 100.0%
07福島県 0 2 7 19 20 5 6 0 60 59 98.3%
08茨城県 0 2 9 7 12 3 12 0 45 45 100.0%
09栃木県 0 0 5 9 11 1 0 0 26 26 100.0%
10群馬県 0 1 6 5 21 0 3 0 36 36 100.0%
11埼玉県 0 8 6 14 25 0 10 0 64 63 98.4%
12千葉県 1 5 5 15 24 2 3 0 55 55 100.0%
13東京都 3 8 15 14 10 3 6 1 63 60 95.2%
14神奈川県 8 4 1 9 7 1 1 1 34 32 94.1%
15新潟県 1 2 3 4 17 1 2 1 31 31 100.0%
16富山県 0 0 5 5 2 1 0 3 16 16 100.0%
17石川県 0 1 0 5 7 2 4 0 20 19 95.0%
18福井県 0 0 2 1 11 0 3 0 18 17 94.4%
19山梨県 0 0 4 8 10 0 6 0 28 28 100.0%
20長野県 1 8 7 11 26 12 6 2 78 73 93.6%
21岐阜県 0 1 2 5 34 0 0 1 43 43 100.0%
22静岡県 3 1 11 3 14 4 0 0 36 36 100.0%
23愛知県 1 3 4 8 17 3 16 1 55 53 96.4%
24三重県 0 1 1 6 20 0 2 0 30 30 100.0%

利用開始時期
第一期

（R4下半期）
第二期

（R5上半期）
第三期

（R5下半期）
第四期

（R6上半期）
第五期

（R6下半期）
第六期

（R7上半期）
第七期

（R7下半期）
その他 自治体数 回答数合計 回答率

25滋賀県 1 2 7 3 4 0 3 0 20 20 100.0%
26京都府 0 1 3 6 13 1 3 0 27 27 100.0%
27大阪府 0 0 0 3 35 2 3 1 44 44 100.0%
28兵庫県 2 4 8 4 17 1 6 0 42 42 100.0%
29奈良県 0 0 0 21 8 5 1 1 40 36 90.0%
30和歌山県 0 0 3 9 14 0 5 0 31 31 100.0%
31鳥取県 0 1 3 2 7 0 7 0 20 20 100.0%
32島根県 0 0 0 2 13 0 4 1 20 20 100.0%
33岡山県 0 1 2 2 16 1 5 1 28 28 100.0%
34広島県 2 1 4 0 9 1 4 0 24 21 87.5%
35山口県 0 1 6 2 11 0 0 0 20 20 100.0%
36徳島県 0 1 1 2 20 0 0 1 25 25 100.0%
37香川県 0 0 0 5 11 1 1 0 18 18 100.0%
38愛媛県 0 1 9 3 7 0 0 0 21 20 95.2%
39高知県 0 5 4 5 7 0 9 1 35 31 88.6%
40福岡県 0 5 37 3 12 0 3 1 61 61 100.0%
41佐賀県 0 0 1 6 14 0 0 0 21 21 100.0%
42長崎県 0 4 2 8 7 0 1 0 22 22 100.0%
43熊本県 0 3 2 7 14 0 5 6 46 37 80.4%
44大分県 0 1 3 7 2 1 2 0 19 16 84.2%
45宮崎県 0 3 3 1 8 1 5 1 27 22 81.5%
46鹿児島県 1 0 3 12 15 3 1 3 44 38 86.4%
47沖縄県 0 1 33 2 1 2 2 0 42 41 97.6%

合計 29 87 278 310 707 65 189 44 1788 1709 95.6%今後、都道府県の皆さんには、未回答の約80市町

村、「その他」と回答の44市町村に対し、利用開

始時期の意向を確定いただくよう、依頼予定。
※18府県は、回答率100%かつその他ゼロ


